
　次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。
（1）報奨金（定率・定額分）の交付対象事務組合であること。
（2）申告書内訳（電子）の提出は、電子申請又は電子媒体によること。
　　なお、電子媒体の種類は、DVD（DVD-R、 DVD+R又はDVD-RW、 DVD+RW ）、
CD（CD-R又はCD-RW）であること。

（3）指定された形式（次頁「申告書内訳（電子）の作成要領」の（１）参照）で作成さ
れたものであること。

（4）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する「保険料・一般拠出金申告書内訳」
の紙又は電子（PDF）媒体（組様式第6号（甲）。以下「申告書内訳（紙等）」という。）
と同一の内容とし、内容に誤りがないこと。

交付要件

　報奨金（電子化分）の額は、予算の範囲内で、申告書内訳（電子）に登録された委託
事業場のうち、前年度における常時労働者15人以下の委託事業場1件につき800円を交付
します。

報奨金の額

　申告書内訳（電子）は、年度更新時（6月2日～ 7月10日）に提出してください。

申告書内訳（電子）の提出期限

　次頁の「申告書内訳（電子）の作成要領」を参照してください。

申告書内訳（電子）の作成

　報奨金（電子化分）に係る交付手続については、後日配布するパンフレットを参照し
てください。

交付手続について

　管轄の都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室へお問い合わせください。

問合せ先

報奨金（電子化分）のお知らせ（令和7年度）22
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　事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化の促進を図ることを目的として、事務組合が、
「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容を電子化したもの（以下「申告書内訳（電子）」といい
ます。）を提出した場合には、報奨金（電子化分）が交付されます。
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ＧビズＩＤアカウントを利用した電子申請について21
ＧビズＩＤとは、１つのＩＤ／パスワードでさまざまな行政サービスの利用を可能とする認証シ
ステムです。gBizIDプライム又はgBizIDメンバーを利用する場合、電子証明書の添付を省略でき
ます。

ＧビズＩＤアカウントの作成方法の詳細は、https://gbiz-id.go.jpをご覧ください。

ＧビズＩＤアカウントを利用して電子申請する場合は、ｅ-Ｇｏｖホームページのログイン画面
から、「ＧビズＩＤでログイン」ボタンを押してログインしてください。なお、申請に当たって
の操作方法は電子証明書を使用する場合と同じです。

GビズIDアカウントでログインする場合は

こちらのボタンを押してください。

ＧビズＩＤを使ったe-Govへのログイン方法

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
労働保険年度更新でご利用いただけるアカウントは

GビズIDプライム及びGビズIDメンバーです。
（G ビズ ID メンバーでの申請には「労働保険代理人選任届」の提出が必要です。） 

GビズIDの作成はこちらから 


